
 
プロジェクトグループに係る知的財産と成果の取扱いに関するガイドライン 

 

令和６年４月１日制定  

 

本ガイドラインは、おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォームプロジェクトグループ設

置運営規程第５条に規定する知的財産権の取り扱いについて規定するものである。  

 

１ 本ガイドラインの目的  

本ガイドラインは、プロジェクトグループ（以下「ＰＧ」という。）の円滑な運営と共同研究の推進

に資することを目的として定める。  

 

２  ＰＧ内で新たに生じた秘密情報の取扱い  

ＰＧ内で新たに生じた秘密情報は、当該秘密情報を共有する会員の承諾がない限り、 ＰＧに参加し

ない会員及び第三者に開示してはならない。  

 

３ 特許等の権利の帰属  

ＰＧのグループリーダー（以下「ＧＬ」という。）は、ＰＧで行う議論及び予備検討等において発明

等がなされた場合、おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム規約第１１条に基づき、速

やかにプラットフォームの会長（以下「会長」という。）及び当該発明等に関係する会員（以下「関係

会員」という。）にその旨を通知するものとし、その発明等に係る特許等の権利の帰属について関係会

員が協議して決定するものとする。会長は、前記協議に、岡山大学の研究推進機構産学連携・知的財産

本部担当者(コンソーシアム運営委員会委員)の参加を要請できる。 

  

４ 特許等の管理  

３の規定により決定された権利の帰属に基づき、帰属先の関係会員が当該特許等（以下「フォアグラ

ウンド IP」という。）を管理するものとする。  

 

５ 特許等の情報の集約  

４の規定により管理を行う関係会員は、特許等の出願及びその権利化等に関する情報を、出願時、登

録時又は会長からの求めに応じて、会長に速やかに連絡する。  

連絡内容は、出願番号、公開番号、登録番号、出願人、発明者、発明の名称、発明の概要及び審査請

求、査定、登録等の審査進捗情報とする。なお、特許等の公開前においては、正当な理由がある場合

は、当該会員は、その理由を付したうえで、発明の名称を仮名にする、又は概要を省略する等の措置を

行うことができる。  

連絡を受けた会長は当該情報をＰＧのＧＬと共有することができる。 

  

６ 特許等の研究開発における活用  

ＧＬ及びＰＧに参加する会員は、５の規定により共有するフォアグラウンドIPの情報、及びＰＧに参



 
加する会員の参加前から所有する特許等であって利用することが望ましいと思われる特許等（以下「バ

ックグラウンドIP」という。）の情報を、フォアグラウンドIPの権利を所有する関係会員、及びバック

グラウンドIPの権利を所有する会員の同意の下、１に規定する本ガイドラインの目的のためにＰＧ内で

共有し、活用することができる。 

なお、フォアグラウンドIP、及びバックグラウンドIPは、未公開段階の期間は秘密情報として取り扱

う。  

 

７ 途中参加、又は途中脱退の会員についての取扱い  

途中参加、又は途中脱退の会員について、６の規定は当該会員がＰＧに参加している期間においての

み有効とする。 

  

８ 研究成果の公表  

ＰＧの活動で得られる研究成果については、確実な知的財産権確保のもとＰＧ参加者の合意に基づ

き、公表を促進する。ただし、関係会員が公表を望まないときは、その旨をＰＧに表明して協議のうえ

決定する。 

  

９ 協議  

本ガイドラインに記載のない事項、又は、ガイドラインの解釈等について協議が必要と会長が認めた

ときは、関係会員と協議のうえ決定する。  

 

 以上  

 


